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２０２６年度町田市地域包括支援センター運営事業委託

（高齢者支援センター）業務仕様書（案）について

主な変更点は以下のとおりです。

＜本体＞

＜全体＞

総価契約と単価契約を統合し、従前の単一契約方式に復帰するため、文言を整理しまし

た。

＜１３留意点＞

委託業務の履行状況確認を新設し、事業評価の運用を前年度実績に基づく方式へ見直し

ました。

＜別紙＞

＜全体＞

総価契約と単価契約を統合し、従前の単一契約方式に復帰するため、文言を整理しまし

た。

＜別紙１＞

１（１）ウ 総合相談業務 

・対応の終結条件に関する文言を追記しました。

１（２）ア 高齢者虐待の防止・対応

 ・対応の終結条件に関する文言を追記しました。

１（４）イ 地域ケア会議の実施

 ・文言を整理しました。

１（４）オ 報告書の作成・提出

 ・３月に地域ケア会議を実施した場合の報告書の提出期限を追記しました。

１（７）ウ（イ）医師によるもの忘れ相談業務

 ・本事業の対象者を一部変更しました。  

４（２）専門職種別連絡会

 ・開催方式を定期的から適宜に変更しました。

＜別紙３＞事業別契約代金

「医師によるもの忘れ相談業務」

・支払単位を「１日につき」に変更しました。

「臨床心理士等による介護者等相談事業」

・支払単位を「１日につき」に変更しました。
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＜別紙４－１＞医師によるもの忘れ相談業務 

２ 目的  

・本事業の対象者を一部変更しました。 

３ 対象 

 ・本事業の対象者を一部変更しました。 

４（３）実施方法 

 ・「エ 医師からのアドバイス等を記した受診票を作成し、写しを相談者に渡すこと。」

を追記しました。 

 

＜別紙４－２＞臨床心理士等による介護者等相談業務 

４（４）実施回数 

・実施回数を８回から１２回に増回しました。 

・以下の文言を削除しました。 

「イ 緊急時等特別な事情を要し、４（４）アに掲げる上限回数を超えて相談を実施す

る必要がある場合は、事前に甲と協議することとし、承認を得たうえで実施するもの

とする。」 

 

＜別紙６－１＞地域型認知症サポーター養成等講座業務 

４（１）認知症サポーター養成講座 エ実施方法 a 

・計画書の提出方法を変更しました。 

４（２）ステップアップ講座 エ実施方法 a 

 ・計画書の提出方法を変更しました。 

５ 実績報告 

 ・認知症サポーター養成講座及びステップアップ講座の報告書の提出方法を変更しま

した。 

 

＜別紙７＞高齢者あんしんキーホルダー業務 

３ 対象（１） 

 ・対象者の要件を一部変更しました 

４（７）収納事務 

 ・根拠法令と文言の修正を行い、収納時の手続き内容を追記しました。 

 

＜別紙１１－２＞地域介護予防普及啓発業務 

３（２）エ 実施回数 

 ・文言を整理しました。 
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＜別紙１１－３＞地域介護予防自主グループ育成業務 

３（２）地域介護予防教室 イ業務内容 

 ・文言を整理しました。 

３（２）地域介護予防教室 ウ講師 

 ・文言を整理し、認知症予防に関する講座の講師の選定基準を追記しました。 

 

＜別紙１２＞高齢者見守り支援ネットワーク業務 

６ 委託料 

 ・支払額の上限を５０，０００円から６０，０００に変更しました。 

 ・文言を整理し、「ただし、上限を超えて実施する必要がある場合は、事前に甲と協議

の上、承認を得た場合に実施できるものとする。」という文章を削除しました。 

 

＜別紙１４＞介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業） 

２１ 報酬・実績報告及び請求・支払 

 ・実績報告及び請求の方法を一部変更しました。 

 




